
学 第 2 3 2 号  

令和４年６月 21 日  

 

 私立幼稚園設置者  

 （幼稚園型認定こども園を含む） 様 

 

岩手県ふるさと振興部学事振興課総括課長  

 

 

令和４年度私立学校振興費（特色ある幼児教育等振興費）補助金のうち「園務改善のための ICT

化支援」の二次募集に係る事業計画調書の提出について（通知） 

 このことについて、下記のとおり二次募集を行いますので、設置する学校に係る事業計画がある場

合は、下記により調書等を作成の上、提出願います。 

記 

１ 対象事業 

 園務改善のための ICT化支援 

ア 対象法人 

幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）の設置者（幼保連携型認定こども園は対象外） 

※ 令和３年 10 月に実施した令和４年度の本事業に係る需要調査に回答し、なおかつ令和

４年４月 28日付け学第 99号による令和４年度当初への事業募集への応募を行わなかった

園に限る。 

  イ 補助対象経費 

   従来から対象となっていた幼稚園教諭の事務負担軽減を図るための支援システムの導入に加

えて、コロナ禍においてニーズが顕在化した ICT環境の整備事業を行うために必要な経費（情

報システムの導入費、改修費、端末や備品等の購入費、リース料、保守費、端末設置や通信環

境整備にかかる工事費、通信費等の経費）。 

＜対象となる事業の例＞ 

   ・ 指導要録等の書類作成業務や園児の登降園管理を効率化するシステムの導入 

   ・ 預かり保育や幼児教育・保育の無償化に係る事務の ICT化 

   ・ 保護者との連絡や情報共有を効率的に行うためのアプリの導入 

   ・ 教員研修や保育参観、小学校との交流事業等をオンラインで行うための ICT環境整備 

  ・ 保育動画の配信を行うための ICT環境整備 

＜留意点＞ 

・ 令和３年度に既に交付を受けている施設については、対象外です。 

・ リース料、保守費は申請年度にかかる費用のみを対象とし、既に導入済のシステムや端

末等にかかる費用は対象外です。 

・ 園務改善に資する ICT化に当たり最低限必要となるパソコン等の備品、付属品や消耗品

の購入費（運搬費・調整費等の附帯経費は除く）も対象とします。 

・ パソコン等の備品は具体的な使用目的や必要性があり、教育の質の向上に直接的に資す

ることが説明できるものに限ります。 



・ Wi-Fi ルータ設置等の通信環境の整備にかかる経費も対象ですが、大規模な改修工事を

伴わないものに限ります。 

  ウ 補助金額 

    イに定める補助対象経費に４分の３を乗じて得た額以内の額とする（千円未満切捨て）。ただ

し、１園につき 75万円を限度とする。 

  エ 補助対象期間 

    令和４年４月１日から令和５年３月 31日まで 

    ※ 上記期間以外に実施した事業（令和４年４月１日より前に購入や契約等を行ったもの及

び令和５年３月 31日より後に納品・支払いが完了したもの）は対象外となります。 

 

２ 提出書類（※幼稚園等ごとに作成すること） 

(１) 事業計画調書の提出について（参考様式） 

(２) 園務改善のための ICT化支援事業計画調書（別紙６） 

   ※ 経費積算の根拠資料（見積書等の写し）を添付のこと。 

 

３ 提出期限  

令和４年７月６日（水）【厳守】 

  ※実施予定がない場合、報告は不要です。 

 

４ 留意事項 

事業計画書の作成に当たっては、別添「教育支援体制整備交付金Ｑ＆Ａ」等を参照願います。 

 

 

 

担当：私学振興担当 山崎 

TEL：019-629-5042 ／ FAX：019-629-5049 

Mail：AH0007@pref.iwate.jp 


